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年を重ねるにつれ医療費の負担は増加傾向にあり、７０歳代までは入院費よりも通院治療費(入院外＋
調剤)の割合が高くなっています。民間の医療保険では、日常の通院治療費や処方箋には給付が無かった
り、保障の対象となる疾病が限定されている場合が多く、退職後の医療費の負担は家計に重くのしかか
ってきます。また、今は健康でも、いつ思わぬケガをしたり病気になるかわかりません。

退職後の医療費の備えとして、「退職会員総合保険」の加入をぜひご検討ください。

医 療 費 の 備 え っ て 必 要

厚生労働省「医療保険に関する基礎資料（令和5年度）」

～ はじめに ～

高齢化社会を迎え、老後生活の関心は益々高まってきており、豊かで潤いのある退職後の生活を送
るには、何より健康が大切なポイントとなります。

この保険は、一般財団法人神奈川県厚生福利振興会の現職会員及びその配偶者の方の退職後の生活安
定のために「会員の相互扶助」を基本理念に万が一の病気、負傷等に備えていただく生活保障保険です。

保険内容を十分ご理解いただいたうえで、お申込みいただきますようご案内申し上げます。

退 職 後 の 生 活

70歳代60歳代

18.7％42.5％就業による収入

87.3％75.0％公的年金による収入

70歳代60歳代

61.2％53.5％
ゆとりはないが日常生活程度は
まかなえる

26.5％33.6％
日常生活程度もまかなうのが難
しい

70歳代60歳代

57.7％57.9％物価の上昇

30.0％24.5％医療費の負担

家 計 は ど う な る ※金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(2025年）」より

〇老後における収入源

〇年金に対する考え方 〇ゆとりがないと考える理由

￥

年齢階級別１人当 た り 医 療費

万円万円

医療費
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退職後、健康保険や国民健康保険等により医療機関で支払う本人負担の医療費のうち、
国民健康保険法又は医療保険各法に定める保険適用の範囲分について給付を行う制度です。

退職会員総合保険ご加入へ

３つのおすすめポイント！

① 民間の医療保険にはない制度です！
入院はもちろん、病気やケガ等の日常の通院治療費、病院で
処方された薬代も給付の対象となります!
７５歳まで給付が受けられます!
既往歴や現在の健康状態の告知は不要です!

② 配偶者も同時に加入できます!（満４５歳以上の方）

③ 医療保険金以外にも、⾧寿祝金や人間ドック等の補助金が受けられます!

民間の
医療保険

退職会員
総合保険

○○病気やケガによる入
院

○○手 術

×○病気（風邪等）で通
院

×○ケ ガ に よ る 通 院

×○眼科・耳鼻科へ通院

×○リ ハ ビ リ で 通 院

×○歯 科 医 院 へ 通 院

×○処 方 箋 薬 局

《 退職会員総合保険と一般的な医療保険の違い》

「退職会員総合保険」の
保障内容は、頼もしいね!

はい!民間の医療保険には
真似できない保障内容で、
医療費を軽減することがで
きます!!
これは、振興会会員のための
特別な制度です。

退 職 会 員 総 合 保 険 と は



◇ 健康保険適用の診療、処方箋であれば給付の対象となります。

（風邪・虫歯・白内障・高血圧・関節症など日常の通院治療費や病院で処方された薬代など）

◇ １ヶ月ごと、医療機関ごとに領収証を取りまとめ、健康保険適用分が 2,100円以上
であれば、2,000円控除後、100円単位で給付いたします。

◇ 限度額 : 月額 20,000円 、年間 100,000円（４月～３月）

★ 健康保険が適用されない自由診療（保険外）は、給付対象外です。

・インフルエンザ、肺炎球菌などの予防接種代 ・特定健診、がん検診、人間ドックなどの検診代

・薬局、ドラックストアなどで処方箋なしで購入できる医薬品（風邪薬、湿布薬など）

・文書料や入院時の室料、食事代

・紹介状がなく、大学病院等で受診した場合の初診時選定療養費

・歯科で購入した歯ブラシ代や薬の容器代 など

宿泊施設やゴルフ場を平日のみお得な会員料金で
ご利用できます。

退職後の余暇活動を支援するために
「 厚生事業のご案内 」に掲載した演劇・音楽鑑賞を
割安な料金で提供しています。

医 療 保 険 金

≪給付金計算例≫  Ｒ８年３月に下記病院に通院した場合

Ａ病院 3/10 ２，８００円
3/20 ３，８００円

Ｂ歯科 3/23 ３，３００円
Ｃ薬局 3/25 ２，５００円

Ａ病院 ２，８００＋３，８００＝６，６００－２，０００＝４，６００円

Ｂ歯科 ３，３００－２，０００＝１，３００円

Ｃ薬局 ２，５００－２，０００＝５００円

４，６００＋１，３００＋５００＝ 給付額 ６，４００円

振興会が取り扱う自動車保険、傷害保険に加入
出来ます。団体保険割引が適用され、大変
お得です。

利用券を提示することで、振興会と
提携する施設を割引料金で利用できます。

長寿年齢に達したときに祝金を給付いたします。
該当年齢の誕生月に請求用紙をご自宅に送付いたし
ます。

古希（７０歳）３万円、喜寿（７７歳）５万円、
米寿（８８歳）７万円、白寿（９９歳）１０万円

人間ドック（部位別ドックを含む）や各種検診を
受けたとき、5,000円を限度に自費相当額を給付
いたします。※ お申込制です。

（お申し込み多数の場合は、抽選となります。）

⾧ 寿 祝 金

自 動 車 保 険 ・ 損 害 保 険

割 引 施 設 の ご 案 内ラ フ ォ ー レ 倶 楽 部
セ ラ ヴ ィ リ ゾ ー ト 泉 郷

厚 生 事 業

人 間 ド ッ ク 等 補 助 金

３



◇ 加入時の年齢に応じた保険料（５ページ 別表１）を一括納入していただきます。

◇ 保険料に対して現職中に積み立てた継続会費（給料月額の2/1000）を充当することができます。

◇ 医療保険金の給付始期を「退職日翌日」とする場合は、保険料に加え年齢に応じた加算額（５ペ
ージ 別表２）を納めていただきます。

※ 配偶者の方が加入される場合は、年齢に応じた保険料（別表１）を一括して別途納めていただき
ます。

◇ 現職会員※で退職された方及びその配偶者で満４５歳以上の方。

※ 現職中に継続会費を納めていただいていた方。

加 入 資 格

◇ 加入日は、退職日翌日となります。

◇ 保険期間は、加入日から終身です。
ただし、医療保険金の給付始期は、退職日の２年後（加算金を納入した場合は、退職日翌日）と
し、終期は、７５歳に達した日の属する月の末日（その日が初日の場合は、その前月の末日）ま
でとします。

◇「退職会員総合保険重要事項説明書」・「退職会員総合普通保険約款」の内容をご確認いただき、
同意のうえご提出ください。

（重要事項説明及び約款については、振興会ホームページ内の「退職会員総合保険のご案内」から、
ご確認ください。）

振興会ホームページ ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｋ－ｋｆｕｋｕｒｉ.ｏｒ.ｊｐ

《 ユーザー名:ｋｋｆ パスワード:ｓｈｏｋｕｉｎ 26 》

申 込 時 の 注 意

加 入 日 ・ 保 険 期 間

保 険 料

４

◇ 退職日翌日から３ヶ月以内に「退職会員総合保険加入申込書」第１号様式を提出してください。
（申込期間が過ぎてしまうと加入はできませんので、ご注意ください。）

申 込 期 間

スマホ・タブレットの方は２次元コードから読取りいただけます。



◇ 退職会員の死亡時の年齢に応じて（別表３）に定める額を支払います。

５

〇 死亡保険・脱退返戻金金額表（別表３）（令和８年４月１日現在)

加算額区 分

110,00059歳未満

140,00059歳以上63歳未満

180,00063歳以上

 ○ 加算額 (別表２) （令和８年４月１日現在）
医療保険金の給付始期を退職日の翌日からとする場合、

別途加算額が必要です。 (例)
退職日翌日の年齢が61歳で、医療保険金の給付
始期を退職日翌日からとした場合

保険料（６１歳） ６１０,０００円
加算金（５９歳以上６３歳未満） １４０,００
０円
継続会費累計（平均） △２５０,０００円

納 入 額 ５００,０００円

保険料年
齢保険料年

齢保険料年
齢保険料年

齢保険料年
齢保険料年

齢

１３５,
０００

７
０

４０５,０
００

６
５

６６０,０
００

６
０

８９５,
０００

５
５

１,１５３,
０００

５
０

１,５８２,
０００

４
５

８５,０
００

７
１

３５０,０
００

６
６

６１０,０
００

６
１

８４５,
０００

５
６

１,０８０,
０００

５
１

１,４９０,
０００

４
６

３０,０
００

７
２

２９５,０
００

６
７

５６０,０
００

６
２

８００,
０００

５
７

１,０３５,
０００

５
２

１,４０２,
０００

４
７

２４０,０
００

６
８

５１０,０
００

６
３

７５０,
０００

５
８

９９０,０
００

５
３

１,３１６,
０００

４
８

１９０,０
００

６
９

４６０,０
００

６
４

７０５,
０００

５
９

９４０,０
００

５
４

１,２３３,
０００

４
９

○ 保険料 (別表１) （令和８年４月１日現在） 退職日翌日の満年齢に応じた額です。

◇ この保険料は、次の理由により「生命保険料控除」の対象とはなりません。
生命保険料控除の対象となる者は所得税法第７６条に規定されている、生命保険または損害保険の『免許』を取得した保険会社
であり、振興会は、行政庁の『許可』を取得した認可特定保険業であることから対象となりません。

◇ 退職会員は、いつでも保険契約を解約し、脱退返戻金を請求することができます。

◇ 脱退時の年齢に応じて（別表３）に定める額を支払います。

解 約 及 び 脱 退 返 戻 金

死 亡 保 険 金

金額年齢金額年齢金額年齢金額年齢

８０,０００６６歳２２０,００
０５９歳３６０,００

０５２歳５００,００
０４５歳

６０,０００６７歳２００,００
０６０歳３４０,００

０５３歳４８０,００
０４６歳

４０,０００６８歳１８０,００
０６１歳３２０,００

０５４歳４６０,００
０４７歳

２０,０００６９歳１６０,００
０６２歳３００,００

０５５歳４４０,００
０４８歳

１０,０００７０歳
以上

１４０,００
０６３歳２８０,００

０５６歳４２０,００
０４９歳

１２０,００
０６４歳２６０,００

０５７歳４００,００
０５０歳

（保険料単位：円）

（保険料単位：円）

（保険料単位：円）



配偶者も一緒に加入できますか。

A ： はい、満４５歳以上の配偶者であれば加入できます。
「退職会員総合保険加入申込書」は本人と配偶者それぞれ作成し一緒に提出してください。
配偶者の年齢に応じた保険料が別途かかります。

持病や障がいがあっても加入できますか.。

A ： はい、加入できます。
既往歴や現在の健康状態の告知は必要ありません。しかし、障がいがある方で公的な補助金を受けている
場合は、医療保険金給付対象外となりますので、ご注意ください。

毎年、確定申告で医療費控除を受けています。
退職会員総合保険に加入し、医療費の給付を受けても医療費控除は受けられますか。

A ： はい、振興会から給付を受けた医療費は、医療控除の対象になりませんが、それ以外の医療費は、
確定申告することができます。

私は、３月３１日に６１歳で定年退職します。４月１５日が誕生日なので、誕生日後に加入の

申し込みをすれば、保険料は６２歳の金額になりますか。

A ： いいえ、６１歳の金額になります。
保険料は退職日翌日の満年齢で考えますので、６１歳 ６１０,０００円が保険料として必要です。

４月から再任用職員として勤務します。再任用終了後に改めて「退職会員総合保険」に
申し込むことはできますか。

A ： いいえ、再任用終了後のお申し込みはできません。退職会員総合保険は、「 退職後３か月以内 」のお申し
込みになりますので、ご注意ください。

保険料は毎年支払うのですか.。

A ： いいえ、毎年ではありません。保険料は加入時に一括して納めていただきます。

《 よくあるご質問 》

Q1

Q２

Q５

Q７

退職後の健康保険は、共済組合の任意継続に加入する予定ですが、退職会員総合保険には
入れますか。

A ： はい、加入できます。退職会員総合保険は、加入の健康保険の種類は問いません。
医療保険金の給付対象は、健康保険証を使った医療保険ですので、国民健康保険、全国健康保険協会
（協会けんぽ）、企業の保険等健康保険のいずれかに、必ず加入してください。

Q６

Q４

Q３

６月末日 「退職会員総合保険加入申込書」提出期限

７月中旬頃 振興会から「保険料納入通知」を送付

７月末日 保険料納入期限

８月上旬頃 振興会から「退職会員総合保険加入通知書」を送付

６

退職会員総合保険加入の流れ



振 興 会 ホ ー ム ペ ー ジ の ご 案 内

７

◆ホームページ内には、医療保険金の請求についてや各種申請書類、その他福利厚生サービス等、
退職会員総合保険に関する情報を掲載しています。

パ ソ コ ン の 場 合

https://www.k-kfukuri.or.jp

⑴「神奈川県厚生福利振興会」又は下記アドレスを
入力し検索します。

⑵ 右上の「会員ログイン」をクリックします。

拡大

ユーザー名 taishoku
パスワード shokuinob

⑶ ユーザー名とパスワードを入力し、ログインを
します。

拡大

スマホ、タブレットの場合

⑴ カメラを起動して、
QRコードを読込みます。

⑵ 右中央部の「ゲスト会員ログイン」をタップし
ます。

⑶ ユーザー名とパスワードを入力し、ログイン
をします。

ユーザー名 taishoku
パスワード shokuinob

左上の三本線を
タップすると
メニュー画面
になります。

拡大

一般財団法人 神奈川県厚生福利振興会
（ 事業課 ）

〒２３１－８３２０
横浜市中区山下町１番地 シルクセンター４０９

TEL ０４５－６８０－０２５１・０２５４

お問合せ・送付先


